
 
 

ＯＴＡシティ・マネジメントレポート

 Ⅳ 決算から区財政の状況をお示しします 

～ 決算のマネジメント・メッセージ ～ 
 

日本の官庁会計制度は、明治 22 年に当時のプロイセンからカメラル式簿記（単式簿記・現金主義

会計）が導入されたことが起源とされています。現在、欧米の各国では、行財政の効率化や世代間負

担の公平性などをより精緻に分析できるよう、複式簿記・発生主義会計の導入が進められています。 

日本の地方自治体においても、住民の信頼と理解のもとに地域主権を推進していくため、不断の行

財政改革を行いながら、バランスシートや行政コスト計算書の活用を一層進めるとともに、第三セク

ターなどを含めた連結バランスシートの作成・公表に向けた「地方公会計改革」の取組みが動き出し

ています。 

平成 22 年 9 月、総務省に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が発足し、財務諸表の

作成についての検証や、国際公会計基準及び国の公会計等の動向を踏まえた新地方公会計の推進方策

などの検討が重ねられるなど、その取組が一層加速されています。 
 

大田区は、効率的・効果的な区政運営の推進とともに、人口増と企業業績の伸びに支えられ、平成

13 年度以降、堅実な財政運営を実現してきました。しかし、20 年度のリーマンショックに端を発

した世界同時不況や東日本大震災の影響など、区財政を取り巻く環境は急激に変化しています。地域

経済の停滞と雇用環境の悪化などにより、区財政は基幹財源である特別区税の減少と、扶助費などの

社会保障関係経費の増大という二重の課題に直面しています。 

近年の地方自治体全体の決算において、自治体が自由に使途を決定できる地方税等の一般財源が減

少傾向となる一方、扶助費が増加傾向という区と類似の傾向を示しています。特に、生活保護費に関

しては、平成 24 年 9 月に全国の生活保護受給者数が 213 万人となるなど、地方財政を圧迫する大

きな要因のひとつとなっています。現在、国において、生活保護制度の改革に向けた取組が検討され

ていますが、増大する生活保護費を短期間で縮減することは困難と考えられ、地方自治体はそれぞれ

厳しい財政運営を迫られています。 

 

このような時代を迎え、区は地方交付税の不交付団体であるからこそ、行財政における自主・自立

性を一層確かなものとするため、行財政構造改革に強力に取り組んでいきます。社会経済状況の変化

に機動的に対応し、経営改革を推進し、時代に即した良質な行政サービスを区民に提供していきます。 

区民生活に欠かせない行政サービスを安定的に提供し、戦略的に取り組むべき施策や事務事業を

提案していく仕組みが重要です。１年間の行財政運営の結果である決算を、単式簿記・現金主義の考

え方だけではなく、複式簿記・発生主義の考え方もあわせ、様々な視点から分析し、区の経営状況を

分かりやすく、積極的に公表していきます。行財政運営の成果や行政コストの実態を包括的、総合的

に区民の皆さまにご説明し、よりレベルの高い説明責任を果たしていきます。 

 地方交付税制度は、地方財政調整制度の中心的役割を担い、地方公共団体の財源の保障と均衡を図り、行財政の計画的運営を

保障するために昭和 29 年に創設されたものです。原則として、国税五税（所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税）の一定割

合が地方交付税総額となります。特別区の区域における交付税算定は、東京都が算定対象団体として、都と特別区とを合算して

算定する方式がとられています。都はこれまで一度も交付団体となっていないため、特別区も不交付団体の扱いとなっています。

コラム：地方交付税と東京都・特別区 
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 Ⅳ－1 普通会計決算による区財政の状況 

 
（１） 平成 23 年度普通会計決算の概要 
 

平成 23 年度は、「区民の暮らしを支え、魅力と活力のあるまちづくりを進めます」をキャッチフ

レーズに、区民の健康・福祉の充実と産業の活性化、地域力を活かしたまちづくり、「おおた未来プ

ラン 10 年」の着実な推進に取り組む予算編成を行いました。地域力と国際都市の二つの柱を中心に、

待機児対策の充実、多文化共生の推進、区内産業の活性化、大田区観光 PR、安全･安心のまちづく

りなどに取り組みました。 
 

平成 23 年度普通会計決算の歳入総額は 2,313 億 9,040 万円、歳出総額は 2,264 億 217 万円

で、22 年度と比べ歳入で 106 億 879 万円（4.8％）の増、歳出で 85 億 513 万円（3.9％）の

増となりました。 

形式収支※3 は 49 億 8,823 万円の黒字となり、これから翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた

実質収支※4 は 47 億 3,056 万円となりました。経常収支比率※5 は、88.8％で前年度比 0.4 ポイン

ト上昇しました。 
 
 

普通会計の平成 23 年度収支状況（単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23年度 22年度 増減額 増減率

（A） 231,390,397 220,781,603 10,608,794 4.8%

（B） 226,402,170 217,897,038 8,505,132 3.9%

（C）＝（A）－（B） 4,988,227 2,884,565 2,103,662 72.9%

（D） 257,665 1,014,202 △ 756,537 △74.6%

（C）－（D） 4,730,562 1,870,363 2,860,199 152.9%

148,130,774 154,857,001 ― ―

3.2% 1.2% ― ―

翌年度に繰り越すべき財源

実質収支

標準財政規模※6

実質収支比率※7

歳入総額

歳出総額

形式収支

区　分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語解説】形式収支※3 

歳入から歳出を引いた現金ベースでの収支の結果です。 
 
【用語解説】実質収支※4 

形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算の剰余金です。 
 
【用語解説】経常収支比率※5 

経常的経費に、特別区税などの一般財源がどの程度充当されているかをあらわす指標で、一般的に 70～80％が適正水準とされ

ています。 

 

【用語解説】標準財政規模※6 

一般財源を基礎として、その地方公共団体の標準的な財政規模はどの程度になるかをあらわす指標です。 
 
【用語解説】実質収支比率※7 

実

 
質収支額が、標準財政規模に対してどの程度になるかをあらわす指標です。 
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決算総額の推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

平成 23 年度は、効率的な予算執行と経費縮減努力を行い、実質収支は 47 億円となりました。実

質単年度収支※8 は、繰上償還金、財政基金の取崩し額を控除するため、11 億円となり、3 年ぶり

にプラスに転じました。しかしながら、財政基金 30 億円を取崩すなど、財源対策が必要な状況は

22 年度と同様でした。 

 

 

 

歳入歳出決算規模の推移
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行政需要は増加傾

向にあります 

年度

歳入総額 1,955 1,838 1,888 1,966 2,062 2,231 2,216 2,265 2,311 2,208 2,314

歳出総額 1,880 1,786 1,814 1,883 1,989 2,148 2,100 2,056 2,169 2,179 2,264
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実質収支

実質単年度収支

【用語解説】実質単年度収支※8 

財政基金への積立て・後年度債務の繰上償還のような実質的な黒字要因及び財政基金の取崩しのような赤字要因を除いて考えた

場合の数値です。 

実質単年度収支＝当年度実質収支－前年度実質収支＋財政基金積立額＋特別区債繰上償還額－財政基金取崩額 
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実質単年度収支と財政基金・特別区債残高の推移 
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財政基金残高と実質単年度収支の推移
<左メモリ>

百万円 百万円 

財政基金と特別区債は、予算における単年度の収支とは別に、中長期的な財政運営を行う上で重要

な財源となります。財政基金は、現在と将来の区民サービスを安定的に提供していくために計画的に

積立ててきた区の預金です。特別区債は、将来世代の利用と負担のもとで借り入れる長期的な資金で、

施設建設費や用地取得費など、主に区民が利用する区の資産を形成するための建設事業などに活用す

るいわば長期ローンです。 

その推移をみると、厳しい財政状況のもと計画的な事務事業の展開を図るため、実質単年度収支が

連続してマイナスとなった平成３年度から 12 年度までの 10 年間の累計で、財政基金残高が約 169

億円減少し、特別区債残高が約 950 億円増加となるなど、厳しい財源対策が求められました。平成

13 年度以降は比較的順調に推移したものの、21 年度からは一転して厳しい財政状況となりました。 

今後区は、これまで順調に償還してきた特別区債や、計画的に積立ててきた財政基金の推移にも十

分留意し、区民生活に欠かせない行政サービスを安定的に供給できる財政運営を行っていきます。 

経常収支比率は、財政の弾力性を測るための指標であり、一般的には 70～80％が適正水準とい

われています。平成 23 年度、区では前年度比で 0.4 ポイント上昇し、88.8％となりました。経常

収支比率は、特別区民税などのように、あらかじめ使途が決められていない経常的な収入が、人件費

や扶助費など経常的にかかる経費にどれくらい充当されているかを表しています。この比率が低いほ

ど臨時的・緊急的な出費に耐えうる財政力があることになります。 

家計に例えると、家賃や光熱水費など毎月の必要経費が、月給などほぼ決まった収入のなかにどの

程度占めているかを見ることに相当します。経常収支比率が 100％を超えると、特別区税や地方譲

与税、特別区交付金など、経常的に収入される一般財源だけでは、経常的経費さえも賄えないことを

意味します。平成 23 年度決算における経常収支比率の上昇は、扶助費や特別会計繰出金の増などに

よるものです。 
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経常収支比率の推移
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公債費は借り入れた特別区債の元利償還の支払いに要する経費です。平成 23 年度公債費比率※9

は、前年度同様 5.7％となりました。財政構造の健全性を維持するためには、一般的に 10％を超え

ないことが望ましいとされています。 

公債費は、平成 17・18 年度はそれぞれ前年度を上回っていますが、17 年度については、「大森

ふるさとの浜辺整備事業」における埋立事業に係る区債（54 億円）を国の運用方針に基づき繰上償

還したこと、18 年度については、本庁舎整備のために発行した区債の借換えを行わずに 49 億円の

償還を行ったことや簡易生命保険資金のうち、利子負担を考慮し、利率が６%以上のもの 30 億円の

繰上償還を行ったため数値が一時的に上昇したものです。これら区債残高の積極的な圧縮によって、

将来の財政負担を減少させる効果を生み出しています。 
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【用語解説】公債費比率※9 

公債費比率とは、一般財源をもとに算出した各自治体の標準的な財政規模等に占める、公債費充当一般財源の割合を示す指標で

す。 
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（２） 平成 23 年度歳入の状況 
 
歳入の概要（単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額

65,810,988 28.4 △ 768,994 △ 1.2 66,579,982

特別区民税 60,356,766 26.1 △ 1,476,151 △ 2.4 61,832,917

61,004,531 26.4 1,707,606 2.9 59,296,925

13,177,030 5.7 123,525 0.9 13,053,505

139,992,549 60.5 1,062,137 0.8 138,930,412

41,555,414 18.0 4,799,660 13.1 36,755,754

12,985,507 5.6 267,845 2.1 12,717,662

12,210,042 5.3 4,782,904 64.4 7,427,138

4,765,000 2.1 2,586,000 118.7 2,179,000

19,881,885 8.6 △ 2,889,752 △ 12.7 22,771,637

91,397,848 39.5 9,546,657 11.7 81,851,191

231,390,397 100 10,608,794 4.8 220,781,603

平成23年度

合　　　計

特別区債

その他

特定財源計

一般財源計

国庫支出金

都支出金

繰入金

区分

特別区税

特別区交付金

交付金・地方譲与税等

大田区の歳入の特徴は、特別区税と特別区交付金で全体の約 55％を占めていることです。特別区

税については、９割以上を特別区民税が占めています。これらの歳入が、これまで区が提供する行政

サービスの安定的な財源となってきました。平成 23 年度、特別区税は、特別区たばこ税が 7 億円

（15.6%）増となった一方、特別区民税が 15 億円（2.4％）の減となりました。特別区交付金は、

調整三税の一つである市町村民税法人分（都税）の影響などにより 17 億円（2.9％）の増となりま

した。国庫支出金は、生活保護措置費等の影響により、48 億円（13.1％）の増、繰入金は、大田

区総合体育館竣工に伴う整備資金基金の取崩し 22 億円を含みます。 

特別区債は、未来プ

ランの財政計画に基づ

き、世代間の負担の公

平性や、将来への財政

負担を考慮しながら、

発行しています。平成

23 年度は、大田区総合

体育館建設費や（仮称）

仲六郷二丁目複合施設

整備費などで起債する

ことにより 26 億の増

となりました。 

歳入構成比の推移
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特別区交付金の都から特別区への配分率は、平成 12 年度から清掃事業等の移管に伴う変更（44％

から 52％）、平成 19 年度から三位一体の改革等に伴う変更（52％から 55％）が行われています。

大田区の歳入に占める割合をみると、特別区交付金は、特別区税に次ぐものとなっています。 

 

 

①特別区税 

 
歳入総額と特別区税の推移
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平成 23 年度は特別区税収入が 658 億円となり、うち、特別区民税は 603 億円台となりました。

24 年度当初予算では、特別区税収入を 646 億円（23 年度当初予算は 661 億円）と見込んでいま

すが、景気動向と相関関係を有しているため、今後の動向に十分留意していきます。 

 

 

 

 

収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 収入額 構成比 額 構成比

特別区民税 540.5 91.0 540.7 91.3 526.1 90.8 521.8 90.2 549.9 90.7 622.2 91.5 654.8 91.9 673.0 93.0 675.3 93.5 618.3 92.9 603.6 91.7
軽自動車税 1.9 0.3 1.9 0.3 2.0 0.4 2.0 0.4 2.1 0.3 2.1 0.3 2.2 0.3 2.2 0.3
特別区たばこ税 51.5 8.7 49.3 8.3 50.9 8.8 54.3 9.4 54.3 9.0 55.6 8.2 55.1 7.7 48.7 6.7
鉱産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
入湯税 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0

合　計 594.1 100.0 592.1 100.0 579.3 100.0 578.3 100.0 606.5 100.0 680.1 100.0 712.3 100.0 723.9 100.0 722.0 100.0 665.8 100.0 658.1 100.0

区　分

２３年度２２年度１５年度 1６年度 １７年度１３年度 １４年度 １９年度１８年度 ２０年度 ２１年度

収入額 構成比 収入

2.2 0.3 2.2 0.3 2.2 0.3
44.4 6.1 45.2 6.8 52.2 7.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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②特別区交付金 

特別区税とともに歳入の基幹財源として、都区財政調整制度に基づく特別区交付金があります。都

区財政調整制度は、東京都と特別区間における特有の制度で、次の二つの機能があります。 

＜機能１ 都区間の財源配分＞ 

特別区の区域は、東京都と特別区が相互に分担して大都市事務を行っているため、都区間の事務配

分は他の道府県と市町村との関係とは大きく異なっています。例えば、一般に市町村事務である消防

や上下水道などは、現在、一体的・統一的に進めていく大都市事務に位置付けられているため、東京

都が行っています。このような事務配分から都区間で独自のルールを定め、財源を分け合う必要があ

ります。その方法として、市町村税である市町村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税を都税と

して都が徴収し、この三つの税をいわゆる「調整三税」として、都区間の事務分担に応じて配分して

います。 
 

＜機能２ 特別区相互間の財政調整＞ 

特別区の間でも大きな税源の偏在が存在しています。各区がそれぞれ標準的な行政を行うのに必要

な経費が収入されるべき額に満たない場合は、現在の制度においては、不足分は特別区交付金によっ

て補填されます。こうした仕組みによって、各区に一定の財源が保障され、基礎自治体として必要な

区民サービスを実施する財源を確保するとともに、特別区相互の財源の均衡が図られています。 
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特別区　55% 東京都　45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

調整三税等の配分割合

このうち、95％が普通交付金、
5％が特別交付金※10

 
大田区における特別区交付金の推移
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平成 21 年度以降、「調整三税」のうち、

景気の影響を大きく受ける市町村民税法

人分の減収が要因となり、特別区交付金の

大幅な減収となっています。

23 年度は若干の増収となりましたが、

大幅な改善とはなっていない状況です。 

 

 

 
※特別区交付金算定ベース 

 

 

 

 

【用語解説】特別交付金※10 

特別交付金は、普遍的な行政需要について措置される普通交付金と異なり、災害等の特別な財政負担が強いられた場合や、財政

収入が予想外に減少した場合などにそれらの事情を考慮して都から区に交付されるものです。 
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ます。 

ます。 

 

 

特別区税と特別区交付金の合計は、区の歳入の５割以上を占める基幹財源となっています。平成

23 年度決算は、前年度比で、特別区税が 1.2%減となった一方で、特別区交付金が 2.9%増となり、

微増ながら、減少傾向に歯止めがかかった形となっています。 
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平成23年度 特別区別財源構成比較（速報）
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特別区では、一般財源に

占める特別区税の割合が

少ないほど交付金の割合

が高くなっています。これ

は、特別区交付金が税源の

偏在を補い、行政水準の均

衡を図るという、まさに特

別区相互間の財政調整機

能を有していることを示

してい

一般財源 特定財源
特別区交付金特別区税 その他一般財源

大田区の財源構成は、特

別区税と特別区交付金が

それぞれ歳入の約３割程

度となっており、特別区平

均と近い構成比となって

い
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る金額となっています。 

 

区民一人あたりの特別区税と特別区交付金を算出したところ、特別区平均では、特別区税で 10 万

2 千円、特別区交付金で 9 万 9 千円となっています。大田区は、特別区税が９万 5 千円、特別区交

付金が８万 8 千円であり、特別区平均をやや下回

この指標について特別区を比較すると大きな格差が生じていることがわかります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成23年度　区民一人あたりの特別区税・特別区交付金
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③特別区債 

区はこれまで、将来の世代にも残せる資産の形成や国の減税政策への対応のためなどに特別区債を

発行してきました。平成 23 年度は、地域力を活かした区政を推進するとともに資金調達手段の多様

化を図ることを目的に、前年に引き続き大田ドリーム債（住民参加型市場公募債）を総額６億 5,000

万円発行し、大田区総合体育館の建設経費の一部に活用しました。 

減税補てん債は、国の減税政策に伴い発行した区債ですが、平成 17 年度以降発行していません。 

 
区債発行額と区債依存度※11

53

30 35 37 32
24

7

19

18

0

48
28

9
22

1819

0

10

20

30

40

50

60

70

80

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
年度

億円

0

1

2

3

4

5

％

区債発行額
（減税補てん債以外）

区債依存度
（減税補てん債を含む）

区債依存度
（減税補てん債を除く ）

区債発行額
（減税補てん債）

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
34 

 

 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

歳　入　総　額　　　　　　　　（億円） 1,955 1,838 1,888 1,966 2,062 2,231 2,216 2,265 2,311 2,208 2,314

 

区債が持つ機能を適切に活用することは、財政運営上大変重要なものです。 

＜機能１ 財源の年度間調整＞ 

公共施設建設など大規模な建設事業の経費を、単年度の一般財源で賄うことには限界があります。

区債を活用して資金を調達し、後年度にその償還を行っていくという形で財政負担を平準化すること

で、計画的な財政運営が可能となります。 

＜機能２ 世代間の負担均衡＞ 

道路や学校などの施設は、現在の世代だけでなく将来の世代にも利用されるものです。そのような

施設の建設費用を建設時の税収等で全額を負担すると、特定の世代（建設時の世代）に大きな負担が

偏り、世代間において不公平が生じます。区債を活用して後年度にその償還を順次行っていくことで、

世代間の負担の公平性を担保することができます。 

 

 
【用語解説】区債依存度※11 

区債依存度とは、歳入総額に占める区債発行額の割合のことで次の算式で求められます。 

区債依存度（％） ＝ 区債発行額 ÷ 歳入総額 × 100 

■　区債依存度（減税補てん債を含む） （％） 3.7 2.7 2.8 2.8 1.6 1.1 0.4 0.3 1.2 1.0 2.1

◆　区債依存度（減税補てん債を除く） （％） 2.7 1.6 1.9 1.9 1.6 1.1 0.4 0.3 1.2 1.0 2.1

年度区分
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④その他の歳入 

これらの他、歳入の主なものには、使用料・手数料、繰越金、諸収入などがあります。 

使用料・手数料は、保育所や公営住宅使用料などがあります。平成 23 年度における使用料及び手

数料の決算額は、あわせて約 78 億円で、歳入総額に占める割合は 3.4％となっています。事務事業

の見直しなどにより人件費等のコストを縮減して、使用料・手数料の原価を抑制していくことは重要

です。一方で、サービスと受益が明確に対応するような事務事業に関しては、受益者負担の観点から、

適正なコストを使用料・手数料として負担していただく必要があります。 

繰越金は、前年度に比べ 53 億円の減となりました。 

諸収入の主なものは、過去に貸付けた資金や受託事業に係る収入です。平成 14 年度に大きく減少

しているのは、東京都からの受託収入（連続立体交差事業等）を都支出金として組替えたことによる

ものです。 

 

 

 その他の歳入の推移
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した。 

います。 

す。 

 

 

 

（３） 財源の性質 

①一般財源と特定財源 

歳入は、特別区税や特別区交付金など、あらかじめ使途が決められておらず、区が自由に使える「一

般財源」と、国・都支出金や特別区債など特定の目的のためにしか使えない「特定財源」に分けるこ

とができます。歳入総額に占める一般財源の比率が高いほど財政運営の自主性、弾力性が高いといえ

ます。 

平成 23 年度は、歳入総額

に占める一般財源の割合は

60.5％で、前年度に比べて

2.4 ポイント減少しました。 

一般財源と特定財源の割合
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減となりま
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区民一人あたりの一般財源額を比較すると、大田区は約 20 万円となり、特別区平均約 22 万円を

下
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回っています。 
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自主財源と依存財源 

調達できる財源をいい、特別区税、使用料・手数料、財産収入などがこれに

営を行うためには、区の工夫や努力を反映する自主財源の占

め

成 23 年度の自主財源の割合をみると 42.3％で、前年度と比べて 1.6 ポイントの減少となって

い

合は、特別区税の収入動向や特別区交付金の変動等に影響を受けます。平成 13 年度

以

 

②

 自主財源は、区が自ら

あたります。依存財源は、国や都から交付される財源等をいい、国・都支出金、地方譲与税、特別区

交付金、特別区債などが該当します。 

地方公共団体が自主・自立的な財政運

る割合が高い方が望ましいといえます。自主財源の割合が高いほど区民サービスと租税負担の関係

がより明確になるため、区財政に対する関心が高まることも期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主財源と依存財源の割合

28.4 3.4 10.5 26.4 18.0

5.8

5.6

6.8

7.7

30.2 3.6 10.1 26.9 16.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自主財源（43.9％→42.3％） 依存財源56.1％→57.7％）

23年度（上段）

22年度（下段）

使用料・手数料 その他 都支出金国庫支出金 その他特別区税 特別区交付金

 

平

ます。依存財源である国庫支出金の生活保護措置費、子ども手当負担金が増となったことなどが主

な要因です。 

自主財源の割

降の傾向としては、自主財源の歳入総額に占める割合は下降傾向にありました。17 年度以降は緩

やかに上昇していましたが、再び、下降しています。 
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 自主財源と依存財源の推移
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（４） 平成 23 年度歳出の状況（性質別） 

 

歳出の概要（単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度

決算額 構成比 増減額 増減率 決算額

44,391,145 19.6 △ 1,276,955 △ 2.8 45,668,100

71,565,350 31.6 4,500,676 6.7 67,064,674

9,670,613 4.3 655,829 7.3 9,014,784

125,627,108 55.5 3,879,550 3.2 121,747,558

26,091,412 11.5 6,020,917 30.0 20,070,495

補助事業費 3,457,460 1.5 572,234 19.8 2,885,226

単独事業費 22,633,952 10.0 5,448,683 31.7 17,185,269

26,091,412 11.5 6,020,917 30.0 20,070,495

30,585,489 13.5 △ 1,440,370 △ 4.5 32,025,859

282,317 0.1 △ 174,508 △ 38.2 456,825

24,979,400 11.0 2,604,426 11.6 22,374,974

18,836,444 8.4 △ 2,384,883 △ 11.2 21,221,327

74,683,650 33.0 △ 1,395,335 △ 1.8 76,078,985

226,402,170 100.0 8,505,132 3.9 217,897,038

繰出金

合　　　計

その他

その他経費計

物件費

積立金

平成23年度

区分

人件費

扶助費

普通建設事業費

投資的経費計

公債費

義務的経費計

 

歳出の構成は、どのような性質の経費であるのかをあらわす「性質別歳出」と、どのような行政目

的であるのかをあらわす「目的別歳出」に分類できます。 

性質別歳出では、人件費・扶助費・公債費をあわせた義務的経費は、歳出総額の５割を超えていま

す。 
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歳出はその性質によって、大きく、ア 義務的経費（人件費、扶助費、公債費）、イ 投資的経費（施

設建設や土地購入等に要する経費）、ウ その他経費の３つに分けられます。義務的経費は、法令の規

定あるいはその性質上、支出が義務づけられているもので、歳入が減少したからといって容易に削減

することはできない経費です。従ってその割合が高ければ、歳出構造が硬直化していることを意味し

ます。 

 
歳出構成比（性質別）

義務的経費

　　　55.5％

人件費

19.6％

公債費

4.3％
投資的経費

11.5％

その他

33.0％

扶助費

31.6％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、義務的経費の増加傾向は続き、歳出構造の硬直化がますます進むことが想定されます。弾

力的な財政運営を維持するためには、さらなる行財政構造改革を断行し、人件費の縮減や歳出総額の

抑制を実現していく必要があります。 
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歳出構成比の推移
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人件費

扶助費

公債費

投資的経費

その他

年度

義務的経費に占める扶助費の割合は増加傾向、人件費は減少傾向

にあります。 
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平成 23 年度の義務的経費の総額は、前年度と比べて 39 億円の増となっています。人件費が、職

員定数の削減などにより 13 億円の減となる一方、扶助費は、生活保護費や介護給付費などの伸びに

より 45 億円の増となったことなどによるものです。 

平成 13 年度と比較すると、扶助費は、371 億円もの増となっており、人件費の 114 億円の減

を大きく上回っています。義務的経費は、13 年度 1,060 億円から 23 年度 1,256 億円まで増加

しています。 

一般財源に対する義務的経費の割合は、平成 21 年度から増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 

 

 

 

 

 

性質別歳出の推移

558 527 516 493 485 482 483 462 458 444

345
353 388 410 456 472 497 515 559
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億円
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投資的経費

公債費

扶助費

人件費

一般財源に
対する義務
的経費の割
合

義務的経費
の割合

％

 

 （単位：億円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

義務的経費 1,060 1,041 1,059 1,040 1,115 1,146 1,124 1,070 1,107 1,217 1,256
投資的経費 202 127 133 144 171 284 178 184 211 201 261
その他 618 618 621 699 703 718 799 803 851 760 747

合計 1,880 1,786 1,813 1,883 1,989 2,148 2,101 2,057 2,169 2,178 2,264

義務的経費と投資的経費等の推移
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。 

増加しま

す。 

 

 

 

ア 義務的経費 
 

◇ 人件費※12 

区は、平成 16 年度に５年間を計画期間とする「大田区職員定数基本計画」を策定し、19 年度

には「大田区職員定数基本計画（増補版）」で 22 年度までの計画を追加し、22 年 6 月には、「大

田区職員定数基本計画

（平成23～25年度）」

として更新し、計画的

な職員定数の削減に努

めています。 

職員定数と人件費比率の推移

4,5134,552

6,032 5,948

4,605

4,760

4,9475,081

5,194

5,421

5,628

5,805

28.5

26.2

24.4

19.6

21.0

22.5

21.1

23.022.5

29.7 29.7
29.5
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4,200
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4,800
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5,800

6,000
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年度

15

20

25

30
人

人件費比率

   ％

職員定数

 

 

 

 

 

 

 

退職手当は職員の

世代構成などにより、

年度によっては多数

の退職者が発生する

ため、大きな財政負

担を生じます。今後、

概ね 150 人規模の

定年退職者が続くと

想定できます

退職者の推計

79 79 79 78 79 75 74

150 144 138 152 162

114 112

0

50

100

150

200

250

300

24 25 26 27 28 29 30

人

年度

定年退職者

その他の退職者

退職手当の推計

43 46
3737

4946 45

0

10

20

30

40

50

60

24 25 26 27 28 29 30
年度

億円
また、公務員制度改

革により定年延長が

検討されており、そ

の結果によっては

60歳を超える職員

数が大幅に
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【用語解説】人件費※12 

人件費（普通会計）＝（一般会計人件費＋派遣職員人件費)－(公営事業会計人件費＋事業費支弁人件費) 

人件費比率とは、歳出総額に占める人件費の割合で、財政構造の弾力性を見る指標の一つです。 

               人件費比率（％） ＝ 人件費 ÷ 歳出総額 × 100 
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祉法などに基づき、生活困窮者、児童、

高

は

費の伸びが想

定されます。 

。特別区平均と比較しても、平成 13 年度と 23 年度では歳出額の差が拡大する傾向に

あります。 

 

◇ 扶助費 

扶助費は、社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福

齢者、障がい者などに対して支給されるサービスです。 

、障害者支援費制度施

行に伴い、従前は委託

料で支出していた障害

福祉関連経費の一部が、

扶助費に組替えられま

した。生活保護費が増

加傾向にあるなど、今

後も民生

民生費の伸びが影響して、総額は増加傾向にあります。平成 15 年度に
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扶助費のうち民生費の推移の内容をさらに詳しくみると、生活保護費と児童福祉費が大きな伸びを

示しています

扶助費の目的別推移

316 325 360 383
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生活保護 被保護者数（3月31日時点）
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9,787
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11,84011,597
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年度

生活保護費（特別区平均）

児童福祉費（特別区平均）

109億円

93億円

20億円

151億円
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特別区債現在高の推移
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362
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減税補てん債等を除く区債

1,241

1,167

1,095
1,041

 

924

 782

667

596

減税補てん債等

547

490
452

 

にあたります。区の公債費は、区債残高の積極的な圧縮によって、将来負担額は減少し

て

、

国

特別区債の活用は、年度間の財源調整や世代間の負担の公平化の観点から

する

ことが重要です。 

してい

く必要があります。 

◇ 公債費 

公債費は、過去に発行した区債の元金及び利子の支払いに要する経費です。家計に例えると住宅ロ

ーン等の返済

います。 

区債残高の推移をみると、平成 23 年度末は 452 億円となっています。このうち、141 億円は

が景気対策として行った減税等の影響を受けて発行した区債（減税補てん債等）の残高です。 

、財政運営上非常に重要

なものです。一方、後年

度に償還経費（公債費）

が必要になるため、適切

な償還計画を立て、将来

の負担が過大にならない

ように借入額を調整

 

 

 

 

 

 

 

 

特別区債の借入先は、財政融資や旧郵政公社資金などの政府資金が主なものとなっています。これ

らは小・中学校など大規模かつ長期間使用する施設建設などに活用されています。これに続くものが

市中銀行等となっています。近

した。しかし、景気停滞の中、

公園の整備や老朽化した公

共施設の建替えなど多額の

資金需要に対応するため、金

利・期間・借入先等を見極め

ながら、最も有利な方法で特

別区債を有効に活用

年、区は堅調な税収のもと、将来負担に鑑み区債発行を抑制してきま

借入先

その他

4.1%

市場公募債
3.8%

市中銀行
11.9%

地方公共団体金融
機構資金

5.0%

旧郵政公社資金
17.6%

財政融資資金
57.7%
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大田区

では、災害復旧事業費及び失業対策事業費の支出はありません。 

をいいます。平成

 

542

年代に集中的に建築されており、施設本

る視点が必要です。 

急務です。 

イ 投資的経費 
 

投資的経費は、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費を合わせたものです。

普通建設事業費とは、道路・橋りょう、公園、学校の建設・改築など社会資本の整備に要する経費

23 年度の総額は 261 億円で、前年度比 60 億円の増となりました。 

普通建設事業は、都市計画事業の着実な整備や老朽化した施設の改築などを中心に実施しています。

区の公共施設は、平成 20 年 12 月現在で 施設、総延床面積では、約 120 万㎡に達してい

ます。建築後 30 年を経過した施設は全体の 51.7％で 280 施設を超え、面積は全体の 57.8％で

体や各種設備の老朽化が進行

しています。少子高齢化が進む

ことを踏まえ、区全体の傾向に

加え、人口や人口構成の地域差

もあることから、公共施設の整

備は将来の区民施設需要動向

を視野に入れ、地域の実情に応

じた規模の適正化や、施設の複

合化、用途の転換等、公共施設

を地域資源として有効活用す

約 70 万㎡となっています。これらは、昭和 40 年～50 

教育費 69億円

土木費 116億円

衛生費 6億円

民生費 24億円

総務費 39億円

その他 7億円

普通建設事業の内訳

総額
261億円

 
 
 

区民の暮らしを支える道路や公園などの都市基盤施設のうち、区道は総延長 774km で、東京か

ら岡山県倉敷市までに相当する距離があります。区道の橋りょうは、河川橋や人道橋も含めて 160

以上あります。これら膨大な長さの道路・橋りょうは、計画的な維持管理、老朽化による架け替えや

耐震性の向上など維持更新のため多大な経費が必要になります。 

公衆便所や自転車等

駐車場など様々な都市

基盤施設は、昭和 40 

年代から平成初期まで

に整備されたものが多

く、さらなる施設の拡

充を図りつつ、計画的

な維持更新への取組が

261
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況を見極めながら、財政負担を平準化し計画的に維持・更新を実施することが求められています。 

 

 

将来に向けた公共施設・社会資本の維持・更新経費は、区財政に与える影響が大きいため、財政状

目的別施設整備計画
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99.68

62.6

48.87
58.55

55.84

53.33

23.07

41.11

61.09 74.78

59.65

22.97

0

50

100

150

200

250

300

平成21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

億円

京急関連街路整備等

道路・橋梁

学校施設

区民施設

144.9

227.1

271.9

281.1

250.4

178.9

166.6

181.9

160.4

133.4

 

 

ウ その他の経費 

（事務用品の購入等の経費）、旅費、役務費（郵券の購入や手数料の支

払い等の経費）などです。 

託

13.5％となりました。 

「おおた未来プラン 10 年（平成 21 年 3 月）」策定 

 

◇ 物件費 

物件費は、委託料、需用費

物件費の中で高い割

合を占めているのは委

託料で、効率的区政運

営と区民サービスの向

上を進めるため、区の

事業や施設の管理運営

などを民間企業等に委

物件費の推移

130 134 130 141 132 141
163 171

200

70 57 54
53

46
45

45
44

4356
54 53

49
43 40

39 37

38
28

29
29 26

25 23

23 24

28

208
197

43
45

38
38

28
29

14.3

13.4
12.9

11.6

12.4

14.3
14.6

15.315.1

13.5

14.7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

億円

0

2

4

6

8

10

12

14

16

年度

その他

役務費

需用費

委託料

歳出総額に占める割合

％

する経費です。 

平成 23 年度の物件

費は、前年度比 14 億

円の減となり、歳出総

額 に 占 め る 割 合 は
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立金は約 2 億円です。これは厳しい財政状況を

踏まえ新規積立が利子分のみになったためです。 

伴う税収不足、災害、臨時の歳出などに備えるため、剰余金を積み立てて有効に

活用しています。 

立てを

行

 

◇ 積立金 

区は、経費の節減に努め、決算における剰余金を財政基金等に積み立ててきました。基金は、家計

に例えると預金等にあたります。平成 23 年度の積

 

 
47 

 

 

 

 

 

 

 

財政基金は、安定した行財政運営のために必要なもので、使途に限定のない一般財源です。これま

でも、景気の変動に

単位：億円

22年度末現在高 積立額 剰余金積立 取崩 23年度末現

財政基金 451 1 9 30 43

減債基金 150 11 13

特定目的基金 411 1 77 33

うち羽田空港対策積立基金 171 171 
うち公共施設整備資金積立基金 205 48 
うち総合体育館整備資金積立基金 29 29 

区　分 在高

2 

9 

5 

158 
0 

 

減債基金は、公債費の

財源に充てられるもので、

満期一括償還方式による

特別区債の返済などに備

え、計画的に積み

基金総額と主な内訳の推移

86 119 143
180 221 258

319
405 410 451 432

88

182 153

147

148 149
150

139

38

38 38

39

39

169

302

457 447
411

335

76
94

120

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

億円

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年度

580

768

442

269
339

200
251

1,010 1,006

財政基金

その他の基金

減債基金

1,012

906

っています。 

その他の基金は、平成

20 年度に大きく伸びて

います。今後の行政需要

に備えるため、公共施設

整備、羽田空港対策、大

田区総合体育館整備等の

積立を行ったことにより

ます。 

 

 

 

 

 

単位：億円

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

主なその他の基金 34 34 33 33 34 161 294 449 440 405 329 

羽田空港対策積立基金 28 28 28 28 28 28 88 169 170 171 171 
公共施設整備資金積立基金 6 6 5 5 6 133 176 240 236 205 158 
総合体育館整備資金積立基金 30 40 34 29 0 

区　分
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62 億

円

ますます進展することに伴い、高齢者医療などの伸びが見込まれ、繰出金の増加が

減となりました。

 

 

◇ 繰出金 

繰出金は、普通会計から公営事業会計※13 へ支出される経費で、平成 23 年度は歳出総額の 11％

を占めています。23 年度の繰出金の内訳は、普通会計から国民健康保険事業に 126 億円（前年度

比 20 億円の増）、後期高齢者医療事業に 59 億円（前年度比 3 億円の増）、介護保険事業に

（前年度比 4 億円の増）となるなど、前年度対比で総額 26 億円の増額となっています。 

今後、高齢化が

想定されます。 

 

繰出金の推移と歳出総額に占める割合

167

212 207
191

217

183
209

224
250

159
184

8.5

9.4
10.1

11.3

10.4

8.9

10.3

11.0

9.6
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8.9

0

40
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160
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240

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年度

億円

0

2

4

6

8
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12

％
歳出総額に
占める割合

繰出金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰出金の内訳

後期高齢者医
療事業, 59億

円

国民健康保険
事業, 126億

円

その他, 3億
円

介護保険事
業, 62億円

総額
250億円

 

◇ 補助費等 

補助費等とは、報償費（講師等の謝礼、原稿料など）、負担金補助及び交付金（各種協議会や講習

会等の分担金・会費、負担金、法令等に基づく補助金など）、公課費（自動車重量税など）などの経

費です。平成 23 年度は 127 億円で歳出総額の 5.6％、前年度比 1 億円、0.6％の

主に、東京二十三区清掃一部事務組合分担金が 1 億円の減となったためです。 

 
補助費等の推移と歳出総額に占める割合

101 100 103 101
113 111

224

128 127
107 104

5.7 5.6 5.7
5.3 5.2

4.7
5.4 5.6

10.3

5.9
5.4

50

80

110

140
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200

230

億円

0

2

4

6

8
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12

％

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
年度

歳出総額に

占める割合

補助費等

定額給付金給付事業
99億円

 

 

 

 

 

 

 

 

補助費等の内訳

その他 3億円

衛生費

36億円

商工費

20億円

教育費

27億円

総務費

9億円

民生費

32億円

総額

127億円

 

 

 

 

 【用語解説】公営事業会計※13 
公営事業会計とは、決算統計上、普通会計以外の会計として取扱う会計の総称です。国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、
介護保険事業、介護サービス事業などがあります。 
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す。 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 平成 23 年度歳出の状況（目的別） 

 歳出構成比（目的別）

総務費
10.9%

教育費
10.8%

土木費
10.2%

民生費
53.7%

その他
2.6%

公債費
4.3%

衛生費
7.5%

歳出総額
2,264億円

平成 23 年度の歳出を目的別にみると、民生費

が、歳出総額の 53.7％を占め、総務費、教育費、

土木費が、それぞれ 10％を超えています。ここ数

年の特徴として、目的別歳出では、義務的経費が

多くを占めている民生費が増加傾向となっていま

す。 

 

 

 
目的別歳出の構成比の推移

13.3 11.8 11.0 11.4 13.1 15.5 13.1 15.2 17.0
11.6 10.9
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年度

総務費

民生費

衛生費

土木費

教育費

公債費

その他  

目的別歳出の金額を年度別にみると、総

務費は 247 億円で、前年度に比べ 6 億円

の減となっています。 

民生費は 1,215 億円で、前年度に比べ

59 億円の増となっています。これは、生

活保護費が増加したことなどによります。 

衛生費は 169 億円で、前年度と同額と

なっています。 

土木費は 232 億円で、前年度に比べ 14

億円の減となっています。 

教育費は 245 億円で、前年度に比べ

33 億円の増となっています。これは、大

田区総合体育館の建設費が主な要素で

目的別歳出の推移
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公債費は 97 億円で、前年度に比べ 7

億円の増となっています
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平成 23 年度決算 １万円の使いみち 

 

○ どの分野にどのくらい経費を使用したか、１万円に換算してみました。 

 

 

使いみち １万円の内訳 

議会費 

（区議会の運営） 
53 円

総務費 

（区役所や出張所の運営など） 
1,090 円

民生費 

（高齢者や障害者の福祉、保育園・児童館の運営など）
5,368 円

衛生費 

（保健所の運営、清掃事業など） 
748 円

商工費、労働費、農林水産業費 

（産業振興、勤労者、農林水産業のための経費など） 
152 円

土木費 

（道路、公園の整備など） 
1,023 円

消防費 

（防災関係の経費など） 
59 円

教育費 

（小・中学校、教育関係の経費など） 
1,081 円

公債費 

（区債の償還など） 
427 円

合 計 10,000 円
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 実質的な財政負担 

見込ま

 

 

 

◇

 

実質的な財政負担の推移を把握することは財政運営上、非常に重要なことです。 

区債残高に債務負担行為※14 額を加え、基金残高を減じた実質的な財政負担は、順調に減少し、平

成 19 年度以降はマイナスになっています。今後は、老朽化に伴う施設の更新等の需要が多く

れます。引き続き、実質的な財政負担を意識した財政運営を行なっていく必要があります。 

 
実質的な財政負担の推移
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596 547 490 452

218
191

194
166

145

125

74 164 252
233

188782

667

△906

△200 △251 △269 △339
△442

△580
△768

△1,010 △1,006 △1,012

△ 1,200

△ 800

△ 400

0

400

800

1,200

1,600

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

債務負担行為額

区債残高

基金残高

年度

実質的な財政負担（折線）
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（単位：億円）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

債務負担行為現在高 218 191 194 166 145 125 74 164 252 233 188

区債残高 1,241 1,167 1,095 1,041 924 782 667 596 547 490 452

基金残高 200 251 269 339 442 580 768 1,010 1,006 1,012 906

 実

【用語解説】債務負担行為※14 

数年度にわたる建設工事を一括して契約する場合や、公社等の借入れに対する債務保証を行うなど、後年度において支出の義務

を負う際に、翌年度以降行うことができる債務負担の限度額をあらかじめ決定しておく制度をいいます。 

質的な財政負担 1,259 1,107 1,020 868 627 327 △ 27 △ 250 △ 207 △ 289 △ 266

年度
項目



 ＯＴＡシティ・マネジメントレポート

 

◇ 未来プランの基本目標別決算額 

未来プランは「子育て・教育・保健・福祉」領域、「都市基盤・空港臨海部・産業」領域、「地域力・

環境・区政体制」領域に区分し、それぞれの領域ごとに基本目標と個別目標を掲げ、将来像の実現を

めざしています。 

 

平成 23 年度の未来プランの主な事業の決算額は、基本目標１『生涯を健やかに安心していきいき

と暮らせるまち』では、スポーツ施設の整備（大田区総合体育館の整備）に 47 億 9,442 万円、認

証保育所支援に 14 億 5,617 万円、健康づくりの推進に 16 億 1,157 万円などとなっています。 

基本目標２『まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都市』では、京浜急行線連続立体交差事業関連

街路の整備に 17 億 8,296 万円、橋梁の耐震性の向上に 13 億 2,554 万円、公園の整備に 10 億

4,783 万円、工場の立地・操業環境の整備に 2 億 2,115 万円などとなっています。 

基本目標３『地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち』では、防災情報基盤の整備に 4

億 1,396 万円、清掃事務所などの整備に 3 億 4,906 万円、行政情報基盤の整備に 11 億 3,825

万円などとなっており、主要施策の成果※15 において、未来プラン事業の成果をまとめました。 

平成 23 年度は、厳しい財政状況の中にあっても引き続き、未来プランに掲げる主な事業を着実に

推進することができたものと判断しています。 

 

未来プランで示した財政計画は、「未来プランに掲げた事業や区民生活の安定に必要不可欠な事業

の着実な実行」とともに、「先の見えない経済情勢であっても、新たな行政需要に機動的に対応でき

る財政基盤の確立」の二つの視点がベースになっています。 

厳しい財政状況の中にあっても、未来プランを着実に推進しながら、東日本大震災の発生に伴う総

合防災力の強化や、待機児童の増加に伴う保育サービス基盤の充実など、新たな課題に的確に応えて

いく必要があります。そのためには、区職員の主体的な創意工夫や努力の徹底とともに、既存施策の

見直しや再構築による一層の経費縮減を進め、財源を確保していかなければなりません。 

 

平成 23 年度、未来プランについて事業の実施時期・規模等は適切かなど総合的に点検を行いまし

た。その上で、強化・前倒しすべき事業や、やむを得ず縮減･延伸する事業、内容を変更する事業等、

修正を行い、区民の皆さまのご意見を伺った上で、24 年 5 月に「おおた未来プラン 10 年《修正版》」

を策定しました。 
  

【用語解説】主要施策の成果※15 

地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき、毎年度主要な施策の事業内容と決算額を分野ごとに取りまとめ、「主要施策の成

果」として公表しています。 
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  （「子育て・教育・保健・福祉」領域 基本目標 1） 
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決算額（千円）

基本目標1 生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち

　個別目標1-1 未来を拓き地域を担う子どもを、みんなで育むまちにします

　　施策1-1-1 安心して子どもを産めるまちをつくります

1 妊婦健康診査の充実 425,928

2 すこやか赤ちゃん訪問事業の推進 28,766

3 両親学級（一日制）の充実 6,600

　　施策1-1-2 子どもを健やかに育むまちをつくります

1 親の子育て力向上支援 1,220

2 子育て応援サイトの運営 7,287

3 家庭福祉員制度の充実 121,179

4 認証保育所支援 1,456,169

5 区立保育園の改築・改修の推進 788,711

　　施策1-1-3 未来を担う子どもたちを育てます

1 基礎学力の定着 109,321

2 小中一貫教育の推進 273

3 不登校施策の充実 8,598

4 日本語指導教室の充実 16,863

5 学校施設の改築 945,042

6 学校施設の緑化の推進 30,127

7 学校運営システムの構築 175,748

　　施策1-1-4 のびのびと成長する子どもを見守ります

1 学童保育及びフレンドリーおおた事業の充実 878,207

　個別目標1-2 誰もが自分らしく、健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくります

　　施策1-2-1 誰もが健康に暮らせるまちをつくります

1 健康づくりの推進 1,611,573

2 食育の推進 427

3 地域医療連携の推進 14,924

4 食の安全確保 23,554

5 健康危機管理体制の整備・充実 2,888

　　施策1-2-2 ユニバーサルデザインのまちをめざします

1 ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針の策定・推進 2,295

2 誰にもわかりやすいサイン整備 26,262

　　施策1-2-3 障がい者が地域で安心して暮らせるまちをつくります

1 （仮称）障がい者総合サポートセンターの設置 18,534

2 就労支援の充実 8,989

3 地域生活移行支援（グループホーム等）の充実 16,959

4 ふれあい広場事業の充実 7,258

　　施策1-2-4 生きがいと誇りをもって暮らせるまちをつくります

1 生涯学習リーダーの育成 1,629

2 生涯学習センターの整備 88

3 スポーツ施設の整備（大田区総合体育館の整備） 4,794,419

4 図書館の改築･改修 66,384

5 馬込文士村資料の活用 4,198

　　施策1-2-5 安定した暮らしと人権を守ります

1 女性の就労支援（再チャレンジ等） 1,154

　個別目標1-3 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります

　　施策1-3-1 高齢者がいきいきと暮らせるまちをつくります

1 高齢者の就労促進・起業支援 16,351

2 介護予防の促進 283,585

　　施策1-3-2 高齢者が安心できる暮らしを支えます

1 地域の見守り体制の整備 36,997

2 家族介護者への支援 13,082

3 さわやかサポート（地域包括支援センター）の拡充と福祉ネットワークの強化 482,330

4 介護保険施設等の整備支援 602,329

5 高齢者総合相談体制の構築 8,721

　　施策1-3-3 いざというときに高齢者を支える体制をつくります

1 高齢者緊急一時保護・支援体制の整備 10,409

2 高齢者等の権利擁護の推進 26,241

事業名
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（「都市基盤・空港臨海部・産業」領域 基本目標 2） 
 
 
 

決算額（千円）

基本目標2 まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都市

　個別目標2-1 水と緑を大切にし、すべての人に安全で潤いのある暮らしを実現します

　　施策2-1-1 魅力と個性あふれる都市をつくります

1 蒲田駅周辺のまちづくり 38,766

2 大森駅周辺のまちづくり 17,290

3 身近な地域の魅力づくり 1,546,052

4 京浜急行線連続立体交差事業における駅周辺のまちづくり 460,637

　　施策2-1-2 快適な交通ネットワークをつくります

1 京浜急行線連続立体交差事業の推進 907,984

2 新空港線「蒲蒲線」の整備促進 5,607

3 都市計画道路の整備 389,810

4 コミュニティバスの導入検討、運行支援 8,861

5 自転車駐車場の整備 164,490

6 京浜急行線連続立体交差事業関連街路の整備 1,782,964

　　施策2-1-3 潤いとやすらぎのあるまちをつくります

1 公園の整備 1,047,828

2 魅力ある公園のリニューアル 281,400

3 呑川緑道の整備 18,436

4 桜のプロムナードの整備 70,732

　　施策2-1-4 安全で安心して暮らせるまちをつくります

1 自転車等利用総合対策 27,529

2 だれでもトイレの整備 107,175

3 橋梁の耐震性の向上 1,325,543

　個別目標2-2 首都空港『羽田』と臨海部が世界への扉を開く、国際交流拠点都市を創ります

　　施策2-2-1 世界へ羽ばたくまちをつくります

　　施策2-2-2 未来につながる臨海地域をつくります

1 海辺の散策路整備 99,376

　　施策2-2-3 国際都市として交流を育みます

　個別目標2-3 ものづくりから未来へ、独自の産業と都市文化を創造します

　　施策2-3-1 ものづくり産業を育み、世界に発信します

1 工場の立地・操業環境の整備 221,150

2 新製品・新技術開発の支援 141,866

3 海外市場開拓支援 27,036

4 次世代ものづくり人材の育成 21,476

　　施策2-3-2 くらしを支えるあきないを熱く盛り上げます

1 商店街景観整備事業 36,772

2 ふれあい商店街事業 5,241

3 商店街イベント・機能向上の支援 289,001

4 おおた商い観光展の開催 11,537

5 サービス業実態調査とマッチング支援 9,312

　　施策2-3-3 大田区の観光を世界に発信します

1 にぎわいを生み出すスポットづくり 2,000

2 ものづくりのまち体験ツアーの実施 4,280

3 シティセールスの実施 35,528

事業名
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（「地域力・環境・区政体制」領域 基本目標 3） 
 

決算額（千円）

基本目標3 地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち

　個別目標3-1 地域力を活かし、人に優しいまちを区民主体で実現します

　　施策3-1-1地域力の土台づくりを進めます

1 NPO・区民活動フォーラムの開催 544

2 区民活動・地域活動を支援する拠点の整備 1,724

　　施策3-1-2 地域力を活かした取り組みを進めます

1 協働推進講師派遣事業 242

2 地域力応援基金助成事業 29,074

3 地域活性化事業への支援 5,173

4 自治会・町会会館の整備助成 57,844

5 地域力推進会議・地区委員会の充実 1,253

6 区民活動情報サイトの整備・活用 1,407

　　施策3-1-3 誰もが暮らしやすい地域をつくります

1 多文化共生推進センターの整備 17,689

2 外国人のための日本語教室の充実 2,200

3 身近な暮らし情報の発信 6,080

　　施策3-1-4 地域文化の創造とふれあいづくりを進めます

1 地域文化振興プランの策定・実施 100

　　施策3-1-5 自分たちのまちは自分たちで守ります

1 防災情報基盤の整備 413,963

2 地域防犯活動の支援 35,639

3 災害時相互支援体制の整備 273

4 地域防災活動の支援 66,704

　個別目標3-2 私たち区民が、良好な環境と経済活動が両立する持続可能なまちをつくる担い手です

　　施策3-2-1 地球に優しいまちをつくります

1 環境基本条例の制定と環境基本計画の策定 10,808

2 エコライフの普及 101,776

3 大田区地球温暖化対策地域協議会の運営・行動指針の実践 1,052

　　施策3-2-2 水と緑を感じるまちをつくります

1 河川水質浄化対策の推進 96,828

2 グリーンプランおおたの策定・推進（緑の基本計画改定） 4,094

　　施策3-2-3 ごみのない循環のまちをつくります

1 ごみ減量・3R推進のPR実施 8,520

2 資源回収の充実 5,355

3 清掃事務所などの整備 349,062

　個別目標3-3 区は、効率的で活力ある区政を実現し、地域との連携・協働を進めます

　　施策3-3-1 行政力を最大限に発揮できる体制をつくります

1 調査研究・企画機能の拡充 2,598

2 行政情報基盤の整備 1,138,250

3 区民利用施設の改築 569,841

　　施策3-3-2 透明性の高い区役所をつくります

1 区民の新たな区政参画制度の導入 1,087

2 主要施策の成果及び達成度の公表 954

　　施策3-3-3 地域力を支える区役所をつくります

1 特別出張所の改築 206,919

事業名
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（６） 平成 23 年度健全化判断比率 

平成 19 年 6 月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「財政健全化法」

という。）では、地方公共団体の財政状況を客観的にあらわす指標である『健全化判断比率』の算定・

公表が定められています。この指標を通じて、財政の健全性、透明性を確保することを目的とし、こ

れらの比率が「早期健全化基準」や「財政再生基準」の値を超えた場合は、それぞれ「財政健全化計

画」や「財政再生計画」を策定する義務が生じます。 

健全化判断比率は、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の

４指標があります。 

大田区の平成 23 年度決算による４指標の値は、いずれも健全な状況にあることを示しています。 

 

 

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

平成23年度決算 - - 0.5 -

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0

財政再生基準 20.00 30.00 35.0

※　『－』は黒字を示します。

（単位：千円）

標準財政規模 148,130,774

うち臨時財政対策債
発行可能額

7,972,236

健全化判断比率の状況

 

早期健全化基準

を超えた場合、早期

健 全 化 計 画 の 策

定・実施状況の報告

及び公表が必要と

なります。 

土地開発公社

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

該当なし

公
営
企
業
会
計

会計区分と財政健全化比率の対象範囲

公
営
事
業
会
計

一 般 会 計

臨海部広域斎場組合、特別区競馬組合、特別
区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃一
部事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合

一
般
会
計
等

（その他事業）該当なし

連
結
実
質
赤
字
比
率
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実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質

赤
字
比
率

財政再生基準を

超えた場合、財政再

生計画の策定・実施

状況の報告及び公

表が必要となりま

す。財政再生計画に

総務大臣の同意を

得ている場合でな

ければ、原則として、

地方債の起債がで

きません。 
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◇ 実質赤字比率 

「一般会計等」を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。 
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実質赤字比率 ＝ 
標準財政規模 

実質赤字額 ＝ 実質収支額 ＝（歳入総額－歳出総額）－翌年度に繰り越すべき財源 

※ 財政健全化指標では、 

黒字の場合は『－』です。 
一般会計等の実質赤字額 

実質赤字比率 ＝ 
△4,730,562 

×100 
148,130,774 

＝△3.2%（平成 22 年度△1.2％） 

 

赤字に着目した指標のため、黒字の場合は△計上となります。一般会計等の実質収支が

4,730,562 千円の黒字
・ ・

のため、比率は△3.2%となりました。したがって、表記上は『－』となり

ます。 

大田区においては、黒字となり健全な財政状況であることが分かりますが、当該年度の歳入を効

率・効果的に良質な区民サービスの財源として活用するかといった視点も重要です。 

 

◇ 連結実質赤字比率 

全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。 

 

連結実質赤字額 

標準財政規模 

 ※ 財政健全化指標では、 

黒字の場合は『－』です。 
連結実質赤字比率 ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

  ③：一般会計等及び地方公営企業以外の特別会計の実質黒字合計額 

  ④：地方公営企業の特別会計の資金剰余合計額 

  ②：地方公営企業の特別会計の資金不足合計額 

  ①：一般会計等及び地方公営企業以外の特別会計の実質赤字合計額 

連結実質赤字額＝（①+②）-（③+④） 

 

    

すべての会計で、実質収支が黒字のため、分子の連結実質赤字額がマイナス（黒字）△2.7%とな

りました。したがって、表記上は『－』となりました。 

 

 

 

 

連結実質赤字比率 ＝ 
△9,028,685 

148,130,774 
×100＝△6.1%（平成 22 年度△2.7％） 

①：0 千円（実質収支が黒字のため） 

②：0 千円（大田区では地方公営企業が存在しないため） 

連結実質赤字額＝（①+②）-（③+④）＝（0 +0）-（9,028,685+0）＝△9,028,685 

④：0 千円（②と同様な理由） 

③：9,028,685 千円 

 地方公営企業とは、水道事業やバスなどの自動車運送事業、鉄道事業など、対価として料金を得て地方自治体が行う企業的

活動をいいます。地方財政法では、公営企業の経理は特別会計を設置して行うこととなっています。現在、大田区には公営企

業はありません。 

コラム：地方公営企業 
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◇ 実質公債費比率 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 項  目 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

① 元利償還金 7,651,830 7,471,202 7,145,443

② 準元利償還金 4,019,358 4,596,981 5,157,009

③ 特定財源 88,375 123,641 80,224

④ 基準財政需要額算入額 10,287,947 11,081,008 11,774,797

 標準財政規模 164,388,198 154,857,001 148,130,774

 年度別実質公債比率 0.84％ 0.60％ 0.33％

 上表の数値を数式にあてはめると、0.5％（平成 22 年度 1.0％）となります。早期健全化基準

が 25.0%以上とされますので、健全な状況を維持しているといえます。 

 

◇ 将来負担比率 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質公債費比率 ＝ 
（①+②）-（③+④）

標準財政規模-④ 
の 3 か年平均 

・一時借入金の利子 

③ 特定財源 

・公営住宅使用料等で借金の返済に充当することが制度的に予定されている財源 

④ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

・地方交付税制度の下では、償還金の一定割合を基準財政需要額に積上げます。区は地方

交付税制度の対象団体とはなっていませんが、全国一律の比較を可能にするため、地方

交付税制度における需要額に積める金額を算出し、分母・分子両者から控除しています。

将来負担比率 ＝ 
①－（②＋③＋④）

標準財政規模－⑤ 

①：将来負担額 

地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、組合等負担等見込額、退職手当負

担見込額、設立法人の負債額等負担見込額 

②：充当可能基金額 

※ 健全化判断比率では、将来負担がマ

イナスの場合は、『－』です。 

④：地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

⑤：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額 

③：特定財源見込額 

・地方債などの借入金に係る返済金 

  ②：準元利償還金 

・満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還をした場合の 1

年あたりの元金償還相当額 

・組合等への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還財源に充てたもの 

・債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

  ①：元利償還金 
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将来負担比率 ＝ 

108,902,375－（97,026,395＋0＋175,151,048） 

148,130,774－11,774,797 

＝△119.7％（平成 22 年度△116.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

①：108,902,375 千円 

②：97,026,395 千円（平成 23 年度末基金残高） 

③：0 千円（大田区では該当なし） 

④：175,151,048 千円（総務大臣が定める額） 

⑤：11,774,797 千円（総務大臣が定める額） 

 

早期健全化基準が 350.0%以上とされていますので、実質公債費比率と同様、健全な状況を

維持しているといえます。 

将来負担比率は、交付税制度のもとで算定した場合に、基準財政需要額に算入される額につい

て、地方公共団体の負担から控除するための数値となります。特別区においては、交付税の交付

を受けていないため、総務大臣が便宜上の数値を算定し、区に提示することとしています。これ

を『総務大臣が定める額』といい、財政分析を行う際に、全国の類似団体で比較できるよう、こ

うした措置が行われています。 
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